
東京高裁総第4357号

，令和2年12月24日

山中理司様

東京高等裁判所長官今崎幸

司法行政文書開示通知書

令和元年3月25日付け（令和2年3月27日受付）で申出のありました司法行

政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

（1） 民事部使用法廷一覧表（片面で1枚）

（2） 東京高等裁判所刑事部法廷使用状況一覧表（片面で1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

（1） 1の(1)の文書には，公にすることにより事務の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがある情報（内線番号） ，公にすることにより裁判所の情報セキュリティ

の確保に支障を及ぼすおそれのある情報及び公にすることにより庁舎管理事務

及び警備事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報が記載されてお

り， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第6号に定める不開示情報に

相当することから， これらの情報が記載されている部分を開示しないこととし

た。

（2） 1の(2)の文書には，公にすることにより公共の安全と秩序の維持に支障を及

ぼすおそれのある情報，公にすることにより事務の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれがある情報（内線番号）並びに公にすることにより庁舎管理事務及び警

備事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報が記載されており， これ



らの情報は，行政機関情報公開法第5条第4号及び第6号に定める不開示情報

に相当することから,これらの情報が記載されている部分を開示しないことと
ハ

した｡

3開示の実施方法

写しの送付

総務課 電話OB(3581)1332(ダイヤルイン）(担当）
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【機密性2I

民事部使用法廷一覧表

(令和2年1月）
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東京高等裁判所刑事部法廷使用状況一覧表
平成28年4月1日現在

に地裁刑事部の
蓑京杓舌所仮藍：
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法廷番号 傍聴席数 法廷使用部(開廷日） EV番号/被EV 法廷廊下 法廷内 合議室

102 98 各部(訟廷管理法廷） ■■ ご

一
州 ■■■ ■■■

410 42
第3刑事部(月･水･金）
第6刑事部(月･火･木） ■■ ■■■ ■ ■■

506 42
第4刑事部(月･火･木）
第5刑事部(月･水･金） ■■ ■■■ I■■ I■■

622 42
第11刑事部(月･水･金）
第12刑事部(月･火･木） ■■ ■■■ I■■ ■■■

720 42
第1刑事部（月･水･金）
第2刑事部（月･火･木） ■■ ■■■ ■■■ ■■■

724 42 ■■■■■■■■■■
（訟廷管理法廷） ■■ ■■■ ■■■ ■■■

805 42
第8刑事部(月･水･金）
第10刑事部(月･火･木）

■■ I■■ ■■■ ■■■

820 42 各部(訟廷管理法廷） ■/■ ■■■ ■■■ ■

429

■■■■
38 各部(地刑予定に準ずる） ■■ I■■ ■■■ ■■
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